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申請に対する処分の審査基準・標準処理期間 個票 

保健福祉部 高齢介護課 

許認可等の内容 特例施設介護サービス費の支給 

根拠法令等及び条項 介護保険法第４９条 

標

準

処

理

期

間 

根拠条項 未設定 

設定等年月日 
平成  年  月  日設定 

平成  年  月  日最終変更 

標準処理期間  

審

査

基

準 

根拠条項 介護保険法第４９条第１項、介護保険法施行令第２２条 

参考事項  

設定等年月日 
平成  年  月  日設定 

平成  年  月  日最終変更 

【 基 準 】 

１ 市町村は、次に掲げる場合には、要介護被保険者に対し、特例施設介護サービス費

を支給する。 

(1) 要介護被保険者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急やむを得ない理

由により指定施設サービス等を受けた場合において、必要があると認めるとき。 

(2) その他政令で定めるとき。 

２ 法第４９条第１項第２号に規定する政令で定めるときは、要介護被保険者が、緊急

その他やむを得ない理由により被保険者証を提示しないで法第４８条第１項に規定す

る指定施設サービス等を受けた場合において、必要があると認めるときとする。 

 

 

  


